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令和 5 年度 第 3 回 

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会会議録 

 

開催日時 
令和 5 年 8 月 4 日（金） 

午後 2 時 00 分～午後 3 時 15 分 

開催場所 堺市立総合医療センター 1 階ホール 

出席委員 北村 愛子 嶋津 岳士 中礒 亜由美 西川 正治 堀内 佐智夫 （敬称略）     

欠席委員 なし 

行政出席者 

河内健康福祉局保健医療担当局長 永井健康部長 前原健康医療政策課長 

辻健康医療政策課参事 鶴岡健康医療政策課参事 松浦健康医療政策課係長 

奥井健康医療政策課主査  

堺市立病院機構 

出席者 

門田理事長 横田副理事長 池之内法人本部長 谷口理事 大里院長 

花房疾病予防管理センター長 中田副院長 石坂副院長 宮本副院長 

西田診療局長 澤田看護局長 安井薬剤技術局長 森担当局長 

松本内部統制室長 安井財務企画部長 

傍聴者 なし 

案 件 

1. 地方独立行政法人堺市立病院機構の令和 4 年度の業務実績に関する評価結果

報告書（案）について 
2. 中期目標期間の業務実績に関する見込評価結果報告書（案）について 
3. 次期中期目標の策定について 
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1．開会 

■事務局（前原健康医療政策課長） 

 ・開会 

・資料確認 

 

2.議事（1）地方独立行政法人堺市立病院機構の令和 4年度の業務実績に関する評価結果報告書（案）

について 

◎嶋津委員長 

それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、議事の（1）令和4年度の業務実績に関する評価結果報告書（案）について事務局から説明

をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 資料4により、令和4年度業務実績に関する評価結果報告書（案）の変更について説明 

 

◎嶋津委員長 

 それでは、ただいまご説明いただきました3つの小項目を、前回からの持ち越しの評価ということ

でご議論をいただきたいと思います。 

 最初に、医療の質の向上については、前回の意見を受けて判断理由を修正の上、評価を4に修正す

るということでご説明をいただきました。この件につきまして、何かご意見ございますでしょうか。 

 

 

○西川委員 

 4に上がったということで、よかったと思っております。そこに書いていますように、いろいろな

説明と同意の実施、それからコンサルテーションチームによる倫理的課題の対応というようなこと

で、医療の質、つまり医療の技術的な内容だけではなくて、包括的な患者への対応、倫理的なこと

も含めてやっておられるという文章が書いてありますので、これはこれでよかったと思っておりま

す。 

 

◎嶋津委員長 

ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 前回の委員会からの意見を受けて、4ということで評価をし直していただきましたけれども、特に

ご意見はございませんか。 

 （特になし） 

それでは、この委員会としては、医療の質の向上の評価の修正について異議なしということで進

めたいと思います。 

次に、もう一つの小項目、やりがいを感じ働くことができる職場環境の整備というところですけ

れども、これは、前回の意見を受けて判断理由を一部修正していただいておりますが、評価は3のま

まということでなっております。何かご意見ございますでしょうか。 

 これにつきましては、システムが変わったというもので、まだ結果が出ていないということで、

この結果が出ればまた4という評価になるのだろうと思いましたけれども、いかがでしょう。 

 （異議なし） 

それでは、評価委員会として、やりがいを感じ働くことができる職場環境の整備の評価の修正に

ついては異議なしとしたいと思います。 

続きまして、3つ目、環境にやさしい病院運営のところですけれども、前回の意見を受けて判断理

由を修正していただいた上で、評価を3のままにするということです。いかがでしょうか。 

 事業者クラス分け評価制度における実績という資料も配っていただいておりますけれども、毎年

良くなっているということで、前回委員会の議論が出たと思いますけれども、これを見ると、2018
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年から著しく改善があったけれども、それ以外としてはほぼ横ばい、99.5や99.7が出ているという

ことですので、令和4年度のプランとして特にということがあったのだろうと思います。 

 どうぞ、西川委員。 

 

○西川委員 

この事業者クラス分け評価制度の中で、2年連続してＳを取っているということですので、昨年と

同じでいいとなると3という形になると思います。昨年が4でしたら4ということでいいと思うのです

けれども、コロナのこととか色々なことが要素としてありましたので、今回、昨年と同じ3というこ

とでいいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 中礒委員、よろしいですか。 

 

○中礒委員 

 結構でございます。 

 

◎嶋津委員長 

それでは、評価委員会として、環境にやさしい病院の評価の修正について異議なしということに

したいと思います。ありがとうございました。 

 以上で修正についての確認を終えました。問題がなければ、意見書については意見なしというこ

とにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 それでは、市長への意見書は、本日付で意見なしということにさせていただきます。 

 それでは、次の議事に入りたいと思います。 

 

3.議事（2）中期目標期間の業務実績に関する見込評価結果報告書（案）について 

◎嶋津委員長 

議事の（2）中期目標期間の業務実績に関する見込評価結果報告書（案）について事務局から説明

をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 参考資料1により、見込評価の評価方法について説明 

 資料1により、見込評価（案）について説明 

 

◎嶋津委員長 

 ただいま事務局から評価方法の評価案について説明がありました。中期目標期間の業務実績評価

は、年度評価とは異なり小項目評価はなく、大項目評価及び全体評価により行うということでした。 

 それでは、堺市が実施した評価案について意見を述べていきたいと思います。 

 まず、委員の皆様、中期目標期間の見込評価についてご意見、ご質問等はありますでしょうか。 

 

○西川委員 

 堺市がおっしゃいましたとおり、大項目が全部Ａで、十分に中期目標に達しているということで、

これでいいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 
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 堀内委員、よろしいですか。 

 

○堀内委員 

 おっしゃるとおりだと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 中礒委員、いかがでしょうか。 

 

○中礒委員 

 Ａでいいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 北村委員、いかがでしょうか。 

 

○北村委員 

 新たな意見はございません。病院側の方がすごく尽力されて、今までコロナ禍であったとしても

中期目標を達成していると評価しています。 

 

◎嶋津委員長  

ありがとうございます。 

 各年度全部Ａですので、もうＡとしか言いようがないような気もしますけれども、先ほど少し述

べられましたように、コロナという想定外の3年間ということもありましたので、その分の評価を含

めてどうするのかということは昨年のこの委員会でも少し議題になったと思いますが、最終的には

Ａで、全体として中期目標を十分に達成しているということになるのだと思います。 

 それでは、この委員会としては、記載内容について修正すべき箇所はなかったので、堺市の提示

した評価案のとおりとしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

それでは、評価案についての意見は以上とさせていただきます。 

 業務実績評価の基本方針では、中期目標期間の見込評価に関しても、評価委員会は評価結果を決

定する際、法人に評価結果案に対する意見申立ての機会を与えるということになっております。法

人からは何かご意見ございますでしょうか。 

 

●門田理事長 

 評価に対する謝意 

 

◎嶋津委員長  

門田理事長、ありがとうございました。 

 それでは、法人としても意見なしということで進めさせていただきたいと思います。 

 続いて、中期目標期間終了時の業務継続等の検討を行う際の意見について事務局から説明をお願

いします。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 資料1、資料3により中期目標期間終了時の業務継続等について説明 

 

◎嶋津委員長 

中期目標期間の見込評価を行ったときは、中期目標期間の終了時までに堺市立病院機構の業務継

続など組織の全般にわたる検討を行う必要があり、その際には評価委員会の意見を聞かなければな

らないということです。 
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 それでは、堺市の検討案について意見を述べていきたいと思います。 

 業務継続の必要性や今後の業務運営、体制などについて、何か委員の皆様、ご意見ございますで

しょうか。業務継続の必要性、今後の業務運営、体制などについてということでご意見をいただき

たいと思います。 

 

○西川委員 

今、3ページの下段で書かれておりますように、継続してやると、特段の措置は必要ないというこ

とで、このままでやっていただくということでよろしいかと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。従来の業務をこのまま継続していくという形でのご意見です。 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。今後の運営で何か違ったことや、そういったご要望など

ございませんでしょうか。 

 それでは、皆さんにお聞きしたいと思います。中礒委員、いかがでしょうか。 

 

○中礒委員 

 ここに書かれているように、とても頑張っていらっしゃるのがよく分かりましたので、引き続き

そのまま頑張っていただきたいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 堀内委員、いかがでしょう。 

 

○堀内委員 

 中期目標の項目に沿って、引き続き改善、改良を重ねていただきたいなと思っております。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 北村委員、お願いします。 

 

○北村委員 

 現時点におきましては、この中期目標が終了したということですので、この考え方のままで継続

していただきたいと思うところです。ただ、ここに書いてある引き続き堺市の医療施策として求め

られる救急医療及び高等医療等を提供し、またこの後、引き続きコロナの状況も含めどのような状

況になったとしても、中期目標に従って動いていただければと思います。今回乗り切っているので

多分大丈夫とは思うのですけれども、次の中期目標を立てるときには、そこも変化がきっとあるの

だろうというのを予測していただければよいかなと思っております。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかに追加のご意見ございませんか。 

 委員の皆様からは、特に業務の継続に反対する、または所要の措置を講ずる必要があるという意

見はありませんでした。最終的な評価委員会の意見としては、堺市の検討案のとおりとさせていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 では、業務実績等の評価時の意見書について事務局からの説明をお願いしたいと思います。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 
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 資料3、参考資料3により、業務実績等の評価時の意見書について説明 

 

◎嶋津委員長 

 事務局から評価結果報告書に対する意見書（案）について説明をいただきました。 

 お手元の参考資料3の意見書、その下に記というところで、問題がなければこのまま事務局からの

案を承認したいと思いますけれども、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 これは市長への提出事項ですので、市長への意見書は本日付で評価委員会より提出されたとおり

とさせていただきます。 

 

4．議事（3）次期中期目標の策定について 

◎嶋津委員長 

続いて、議事（3）次期中期目標の策定について事務局から説明をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 参考資料4、参考資料5により次期中期目標の策定について説明 

  

◎嶋津委員長 

 事務局から次期中期目標の策定についてのご説明がありました。 

 現在は中期目標が今年度で終了するため、今年度は令和6年度を初年度とする次期中期目標（案）

を策定する必要があります。次回の会議で中期目標の文案を提出いただき、ご審議いただきたいと

思います。 

 予定しておりました議事は以上ですけれども、委員の皆様、何かご意見、ご質問等よろしいでし

ょうか。 

 

○西川委員 

 ただいまの説明で、不足している部分という話が出ました。これは以前から問題になっています

医療の質をどのようにして数字化するかという非常に難しい問題があります。その辺のところを次

期中期目標の中に、いろいろなやり方があると思うのですけれども、それを落とし込んでいただけ

たらありがたいと思います。 

 

◎嶋津委員長  

ありがとうございます。 

 評価の項目ではなくて、方法についての総論的な部分をということでよろしいですか。 

 

○西川委員 

 総論的なところもそうですけれども、今回も3から4に上げていただきましたけれども、医療の質

のところでいつもつまずきますよね。医療の質をどのようにして数字化するのかということで、小

項目の中で何かやり方があると思うのですけれども、その中で一つ何か見つけていただけたらあり

がたいなと思います。なければないで仕方ないと思いますが。 

 

◎嶋津委員長  

各項目の中でいわゆる数値目標が設定できれば、それは比較的やりやすいと思うのですが、なか

なかしにくいものもあるかと思います。その辺は何か考えがありますでしょうか。 

 

○西川委員 

 今回はノートのテーマの話が出ましたけれども、それ以外に何か医療の質の問題、それから例え

ば項目ごとに、門田先生がいつもおっしゃっている予防的な話、特にがんについては予防が大事で
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す。国民の2人に1人はがんになりますので、がんのところでもう少し広げるとか、そうすると質の

問題がどうしてもあぶり出されてくるとか、あとは地域医療です。今はこの地域にとどまっている

ことが多いですけれども、それを堺市全域でどのようにシステム化するかということで、いずれは

これが要ると思います。 

 2025年に近畿大学医学部附属病院がここへ来ますので、それまでの間に堺市立総合医療センター

を中心としたそういう地域医療のシステムができていれば、そこへ近大も入りやすいと思っており

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

◎嶋津委員長  

ご意見ありがとうございます。 

 事務局、何かありますか。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

ご意見ありがとうございます。これまでの評価委員会の中でもそういった議論が出ていたところ

は我々も認識しているところであり、中期目標自体は目標として項目にすることになりますので、

評価の手法や、数値的な目標の設定箇所については検討させていただきたいと思います。適切な数

値目標などを設定して、医療の質や病院との連携について検証評価ができるような状況は検討して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎嶋津委員長 

 ぜひよろしくお願いします。 

 

○門田理事長 

 門田個人として、非常に重要な点を指摘していただいているということで、今までの医療の現場

というのは、一医療機関が赤字か黒字かとか、何々を何例やったかとかいう見方というのは、結果

的にそういうもので終わってしまっている。しかし、我々のように公的な市立病院機構全体と市の

健康云々という話になったときに、市全体が医療の負担をどのように考え、それが増えているのか

減っているのか、そんなデータを出そうと思えば出るのではないかと。 

例えば、先日、国立がんセンターが、年間のがんの国民の負担はどのくらいかというと金銭的に2

兆8,000億円ぐらいという数値を計算して出されたと思います。そして、そのうち1兆円ぐらいは予

防可能であると。こういう形で、そういう医療に対する局所的な話ではなしに全体的な、堺市にお

いて、そういうものが今どういう状況なんだという視点を導入するということをしていかなければ、

そのあたりが結果的に見えなくて、一医療機関というレベルのことしか分からない。しかし、我々

が目指すのはそういうことではないはずです。だけどもそういう見方しかできないと、それで評価

基準を決めるとそういうことで追っかけざるを得ない。 

ですから、もっと視野を広げて全体的な医療費、あるいはある意味、堺市全体の中での動きに対

してどういうことをするかということになってくると、市立病院機構としてすることがもっと明確

になってくるということをぜひ皆様にお願いするのですけれども、堺市にお願いすることになるか、

やはりそういう視点がこれからは非常に重要になってくる。 

特に、高齢社会がどんどん進行した場合に、部分的な話ではなくて全体としてどうなってくるか

ということが非常に重要だと思いますので、ぜひ次期中期にはその辺を加えていただいたらどうだ

ろうかと、現場から見ればそんな気がいたします。以上です。 

 

◎嶋津委員長 

 ご意見ありがとうございます。 

 市は何か、ありますでしょうか。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 
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 中期目標につきましては、法定で項目が定められているところや、今回総務省からの経営強化プ

ラン等の提示もあったところですが、今おっしゃっていただいた視点は大事なところと認識してお

りますので、そういった視点は持って検討してまいりたいと考えております。 

 

○西川委員 

 人口あたりのがんの検診率について、大阪府は47都道府県の中で非常に低い。特に堺市はその中

でも低い。自分はがんにならないという根拠のない自信がある人が多く、それはやはりまずいので、

生活習慣病への対応の中でがんへの対応、つまり、がんはもう生活習慣病であるという感覚になっ

てきています。 

例えば、ＨＰＶのワクチンで子宮頸がんを防げる、感染症によってもがんは出ますので、ワクチ

ンをどんどん打っていく。ＨＰＶのワクチンについて非常に心配な親御さんがおられます。ところ

が一方で、無料でワクチンを打てる時期が過ぎてしまって二十歳になったような娘さんが、私のと

きは何で打ってくれなかったのかということで親子げんかになるというような話も聞いております。

ですから、そういうことも含めてもっと広い意味で、がん検診、それから予防、それから子供たち

のたばこをやめさせる。たばこはこれだけがんになるとか、これだけ肺が真っ黒になるというよう

なことはやっているはずですけれども、それをもっと集中的にやるようにするということで、堺市

の中の縦割りを横にする、包括的にする、非常に難しいですけれども、例えば教育委員会がどのよ

うにやっているかとか、そういうことが質として出てくると思います。そういう話がこれからは大

事になってくるのではないでしょうか。 

 堺市も2025年の地域包括ケアシステム、これは医療と介護と福祉と連携していかなくてはいけな

い。その中の中心の一つとしてここがあるわけですから、その中での役割という形を中期目標の中

に入れていただきたいと思います。 

 本来は生活習慣病への対応というところで、がんへの対応、もっと僕はここのページ数を割いて

もいいと思います。だから、病院の事務の方にしっかりと書いていただいて、お分かりにならなけ

れば理事長にお話をお聞きしてという形でいかがでしょうか。 

 

○門田理事長 

 西川委員にそこまでおっしゃっていただいて、思い出話で申し訳ないですけれど、私が理事長を

拝命したとき、今、西川委員がおっしゃられたとおり、がんの検診率、それから喫煙率は本当に大

阪府が非常に悪い。そして悪い中で、大阪市と堺市というのは同じように下にいるわけです。堺市

のことをあまり知りませんでしたから、そのときに勉強してみて、まず何とかしなくてはという感

じで、堺市にお願いに行ったのです。それでいろいろと頑張っていただいて、検診の無料化等をや

っていただき、そして検診率が少し高くなったので、最初のスタートのときからは非常に高くなっ

たというお話を伺っている。やはり病気の治療云々という話をどちらかというと分かりやすいから

するのだけれども、本当はおっしゃるとおりで、がんというのも生活習慣病というのか、生活を変

えることによって抑えられる。特に、先ほど出ました子宮頸がんは明らかに抑制できるわけです。

できることを確実にやっていくということの重要性というのは、もうみんな分かっていると思いま

す。 

ですから、特に市立病院という立場からすれば、ほかの病院とは違ってそういうところに目を配

りながら、そして行政と、多分医師会も含めてどういうことをやっていくというのが、公的病院の

ほかとは違う使命だと思います。 

 そういう内容を入れていただいて、急には変わらないかも分かりませんが、それが中期1回目、2

回目というような形で返ってくるというのが本来あるべき方向性ではないのかなと強く思っており

ます。 

 がんがより分かりやすいかもしれません。そのほかの生活習慣病を含めて、そのほかいろいろの

ものが出てきておりますので、そういうことをポイントに置いていただきたいなと思っております。

以上です。 
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◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 市立病院というところで公的な医療と非常にリンクしていると思いますので、そういった意味で

中期目標に盛り込んでもらい、数年間かけてそれを少しずつ進めていくというのは非常に大事な視

点だと思いますので、また市のほうでもご検討いただきたいと思います。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 同じ部署の堺市健康福祉局健康部で健康増進計画なども携わりますので、堺市全体として、今回

であれば中期目標の考えになりますので、そういったところは同じ方向を向いて実のあるものにし

ていきたいと思います。 

内容につきましては、中期目標についてはやはり4年間という大きな方向性を示すものになります

ので、具体的な内容で、実際に病院機構が作成する計画や事業に落とし込んでいくことになるのか

と考えておりますし、4年間の中での変化にも対応できる取組等をしていただけるのではないかと考

えておりますので、門田理事長からもご意見ありましたように、堺市全体として統一していくとい

う方向性は同じ方向を向いてできるような内容にしていけたらと考えております。 

 

◎嶋津委員長 

 よろしくお願いします。 

 中期目標、中期計画にして、それを単年度の計画に落とし込んでいくという中で、毎年進化して

いければと思いますので、具体的なところにつながる形にしていただきたいと思います。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

 北村委員、お願いします。 

 

○北村委員 

 今日の冒頭だったと思うのですが、質の評価が容易ではないと言っているところで、しかしなが

ら以前の会議で大里院長がプレゼンテーションをされ、医療の質評価のモデルを聞いたような気が

いたしまして、今回も、プロセスのところの修正があったと思います。本日の例でいいますと参考

資料が事業者クラス分け評価制度であったり、コミュニケーションシートが出ていたり、基本、そ

のプロセスを私たちは評価しようとしているので、質がどれほど高まっているのか、病院の方々の

工夫を出していただけていると思います。もしかすると今までの評価の仕方が構造とアウトカムで

しているのかもしれないため、医療の質の評価ができますので、工夫として、今までは何かの件数

や何かの受診者数というアウトカムばかりだったのを、少しプロセスも評価指標に入れることによ

ってよくなるかなと思います。コミュニケーションシートの活用についてとか、何かどういう項目

になるのかはイメージできないが、プロセスも評価することで質の内容が評価しやすくなるのでは

ないかと考えました。 

 あともう一つ、門田理事長がその後にご発言されていた、堺市民の疾病構造とかそういう大きな

データの中で役割がどう担われるのかについては、がんのことの話が出ていたかと思うので市民病

院の中の構造が分かる状況下で、堺市全体の中で市民の疾病構造や受診率であるとか、どういった

病気が多いというのとかは掌握することは可能なのでしょうか。 

 今、中期計画の第3期の分を見ましたら、前文を含めその役割という内容がひな形のような状況に

見えますので、理事の皆さん、院長先生含め、病院の人々がどこに向かって自分たちが焦点化した

らいいかというのが分かりやすくなっていると思います。そういったことを市の中でデータ化する

ことは可能なのでしょうか。個人情報の範疇でできないとか、何か規定があるのか教えていただき

たいと思います。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

できるかできないかということになりますと、個人情報等の関係もありますのでステップは踏む

必要がありますが、できるのではないかと考えております。 
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 今後そういったことが数値等も必要ということであれば、検討していきたいとは考えております。 

 現在できることとしましては、やはり既存のデータをということになりますので、健診の受診率

等は我々市の事業としてやっている部分で把握できる部分もあり、先ほども申し上げたように他計

画や健康増進計画、大阪府全体でいけば大阪府の医療計画等もありますので、そういったところの

データ等も見ながら整合性を図っていきたいと考えております。 

 

◎嶋津委員長 

 北村委員、そういった形で進めていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○北村委員 

 はい。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかに何か、この際ですのでご要望なり方向についてのご意見あればお伺いしたいと思いますけ

れども、堀内委員、何かよろしいですか。 

 

○堀内委員 

 先ほどちょっと経営強化プランを追加するという話がありましたけれど、皆さんご存じであると

思いますけれども、私、そのあたり不勉強なので、そのあたりの背景とか、また参考資料を後ほど

でも頂けたらと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 何か一言、簡単に経営強化プランでお話しいただければと思います。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 今回、経営強化プランというのは総務省から出ているものになりまして、病院の事業の経営強化

が主な視点となっております。今回でいきますと、もちろん病院事業の全体にかかることではござ

いますが、内容としましては、病院の役割機能の最適化と連携の強化や医師の働き方改革に向けて

の対応状況、また経営形態の改善の状況、新興感染症の感染に備えた平時からの取組、施設設備の

最適化、経営強化の効率化などが記載事項として求められているところになります。 

 今現在でも中期目標の中にはそういった項目が含まれているところもありますが、資料につきま

しては、今後ご意見いただく段階でご提示させていただきたいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 ただいまご質問いただきましたように、病院としての経営強化というのはもちろん一番大事なこ

とですし、本来の評価の中では結果が出ないことだと思いますので、市全体の中での在り方、実践

と同時に、従来の枠組みでできたことというのはぜひ押さえていただきたいと思います。 

 中礒委員、何かございますか。 

 

○中礒委員 

 私もとても予防には興味がありまして、予防に力を入れていらっしゃるということで、とてもい

いと思うのですけれども、特に健診とかワクチンは普通の病院でも市がメインになってアナウンス

されているので、ここの病院でやってくださいねとどこでもできると思うのですけれども、健全化、

財政が難しいとは思うんですけれども、あまり数字が分からないところに力を入れていっていただ

きたいと思っていて、それをどう評価するかが文章でたくさん書かれていたと思いますが、病気し

た後のケアも、もう一回病気しないようにとか就職のことまで入っていたので、とてもそれはいい
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と思いました。そこら辺をもっと盛り込んでいかれたほうが、普通の病院では絶対そういうことは

しないと思うので。体操で近所のおばあさんも元気になったりしているし、ここでしかできないよ

うなこと、少しでも入れていっていただいたらと思っています。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 草の根までの幅広い働きかけにも、ぜひ市民病院にも一翼を担っていただきたいというご要望だ

と思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 市から何かコメントございますか。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 今回の評価案でいきますと、健康寿命の延伸に向けた予防医療の推進の項目につきましては5とい

う評価をさせていただいているところでございます。目標の中に具体的な項目までの記載は難しい

と思いますが、今いただいたようなご意見の点を堺市立総合医療センターで取り組んでいただいた

ということにつきましては高評価とさせていただいておりますので、引き続き、そういった取組が

続いていくことを期待して、中期目標も考えていきたいと思っております。 

  

◎嶋津委員長 

 ありがとうございます。 

 各委員から意見を一通りいただいたと思いますが、ほかに何か追加のご意見ございますか。 

 

○西川委員 

 堺市が有する協議会はほかにもいろいろありまして、4月に堺市健康施策推進協議会というのがあ

りました。そこでは、今お話ししたような予防とかその辺のことを中心にやるのですけれども、病

院の中で、この病院とどのようにしてそれとくっつけていくかという活動、先ほども言っていまし

たけれども、横の連携というのがこれから必要になってくると思います。 

 それから、公立病院の本体としての在り方というか、大阪は私立の病院が非常に多くございます。

ですので、私立の病院はある程度経営が順当でないと潰れていくわけです。だからそうならないよ

うにするためには、採算の取れないことは手を出さないということです。小児科はほとんど閉めて

いるところがいっぱいあります。ある程度の採算性を度外視しても市民のためにやらなくてはなら

ないことってあると思います。その上で、総務省が言うような経営の強化というのをどのようにし

てやっていくかというのは、公立病院としてはかなり難しいテーマだと思います。そこのところ役

割分担をはっきり出しておいて、その中での経営強化を考えるとしていただけたらいいかなと思い

ます。 

 堺市では休日急病診療所で救急事業をやっていますけれども、ここで小児のドクターバンクをや

っています。だから夜間・休日で小児科医が必ずいるわけですけれども、これが令和6年度以降どう

なるか分からないという話になっています。かなり小児科医会としては焦っています。 

 

◎嶋津委員長 

 実際の運用面では来年4月からですので、病院にとっても市にとってもこれは避けて通れませんし、

具体的な当直の確保の問題にも関わります。それは医療の質とも関わると思いますので、ぜひ検討

していただきたいと思いますし、市のほうでもご配慮いただければと思います。 

 

■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 よろしいでしょうか。 

 

◎嶋津委員長 

 はい、どうぞ。 
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■事務局（辻健康医療政策課参事） 

 先ほど西川委員からいただきましたご意見の中で、採算性を度外視というところが少し厳しいと

ころもあるんですが、やはり今、堺市立総合医療センターには他の病院や市内の病院とは連携を取

っていただきながら、その中の役割分担というところで、コロナのところでも負担の多いところと

いうのを取っていただけていたのではないかなと思っております。 

 我々としましても市の中での市立病院としまして、率先、先頭というところが表現としていいの

かどうか分かりませんけれども、そういった負担の多いところなども積極的に取っていただいてい

た、ご尽力いただいていたということは評価していきたいと考えておりますので、繰り返しになり

ますけれども、我々の立場上、度外視まではなかなか言えないと思っておりますので、ご配慮いた

だければと思います。 

 

○西川委員 

役割分担というところで出していただいたらありがたいと思います。 

 

◎嶋津委員長 

 ありがとうございました。 

 意見をいただきましたけれども、ほかに何か、この機会ですのでご発言あればお伺いしたいと思

いますが、よろしいですか。 

 （特になし） 

 それでは、予定していた議題というのはこれまでになりますので、本日の評価委員会を終了させ

ていただきたいと思います。 

 事務局から次回以降の日程についてご説明をお願いします。 

 

5．閉会 

■事務局（前原健康医療政策課長） 

 次回、令和5年度第4回評価委員会の日程につきましては、事前に各委員に日程調整をお願いして

おります。次回の会議は9月11日月曜日午後2時から、会議の場所は、本日同じ堺市立総合医療セン

ターでの開催を予定しております。 

 次回の会議では、第4期中期目標の策定についてご審議いただく予定としておりますので、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、令和5年度第3回堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会を終了いた

します。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 


